
第５次総合計画 基本構想・中期計画（抜粋） 

 

大分類６ 信頼される都市経営のまち 

中分類３ 行政改革・適正な行政運営の推進 

 個性豊かな地域社会の実現のため、住民に身近な行政サービスはできるだけ住民に

身近な地方自治体で行うことを目的に地方分権が進められており、国や京都府などの

動向を見極めながら、広域連携も含め、市民にとって有益となるよう基礎自治体とし

てのあり方を検討します。 

 地方分権の推進により、住民主権の実現、地方自治が確立され、個性豊かな「ふる

さと宇治」を築くことを目指します。また、権限移譲についても、権限に応じた財源

の移譲が不可欠となるため、国や京都府などと調整を図ります。 

 行政改革では、引き続き市民理解を得られる職員の給与水準の確保に努めるなど、

「最少の経費で最大の効果を挙げる」という原則に基づき、市民サービスの向上と行

政の効率化に努めます。 

 行政サービスの充実では、高度化、多様化する市民ニーズに対応するため、市民と

の協働や共助による新たなサービスのあり方等について検討します。 

 計画的・効率的な行財政の運営の確立では、長期的な見通しで、少子高齢化の進展

等により、市の行財政環境がさらに厳しいものになると考えられ、自主財源の確保と

ともに、事業の取捨選択や見直しが不可欠な状況となりつつあります。このため、市

民ニーズを把握、分析するとともに、説明責任を果たすことができる行財政システム

の構築を目指します。 

 組織機構の確立と人材育成では、市民ニーズや行政課題に的確に対応するため、引

き続き、柔軟で弾力的な組織機構の確立、職員の能力の向上や意識改革を進めます。 
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